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各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の 

適用状況の確認について（協力依頼） 

 

 

 社会福祉行政について、平素より格段の御協力、御尽力を賜り厚く御礼申し

上げます。 

 標記につきまして、別添「各業における新規許可申請時における社会保険及

び労働保険の適用状況の確認について（協力依頼）」（平成 29 年４月 17 日付け

年管管発 0417 第２号・基徴収発 0417 第１号。以下「協力依頼通知」という。）

により、厚生労働省年金局事業管理課長及び労働基準局労働保険徴収課長から

社会保険等の未適用事業所の加入促進について協力依頼があったところです。 

 ついては、別添の内容を御確認の上、その趣旨を御理解いただき、別紙の主

な対象事業における新規許可（届出、指定、登録等を含む。）申請時に社会保険

等が適用されていることの確認及び厚生労働省への情報提供（報告様式は協力

依頼通知の別添２のとおり）にご協力いただくとともに、各業の事業者団体に

対する周知についてお願いいたします。 



また、貴管内市町村への協力依頼及び各業の事業者団体に対する周知につい

てもお願いいたします。 

 なお、本通知は地方自治法第２４５条の４第１項の規定に基づく技術的な助

言であることを申し添えます。 

  



別紙 

主な依頼対象事業 

 

 

＜児童福祉関係＞ 

 ・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設等の社会福祉法第２条第２項第

２号に規定する施設を経営する事業（社会福祉法第２条第２項第２号） 

・婦人保護施設を経営する事業（社会福祉法第２条第２項第６号） 

・障害児通所支援事業、放課後児童クラブ、保育所を経営する事業等の社会福

祉法第２条第３項第２号に規定する事業（社会福祉法第２条第３項第２号） 

・母子・父子福祉施設を経営する事業等の社会福祉法第２条第３項第３号に規

定する事業（社会福祉法第２条第３項第３号） 

 

＜生活保護関係＞ 

・無料低額宿泊事業（社会福祉法第２条第３項第８号） 

・保護施設（社会福祉法第２条第２項第１号） 

 

＜障害福祉関係＞ 

・障害者支援施設を経営する事業（社会福祉法第２条第２項第４号） 

 ・障害福祉サービス事業（社会福祉法第２条第３項第４号の２） 

 

＜介護関係＞ 

 ・特別養護老人ホーム等の老人福祉施設を経営する事業（社会福祉法第２条

第２項第３号） 

 ・有料老人ホームを経営する事業（老人福祉法第 29条第１項） 

 ・介護老人保健施設を経営する事業（介護保険法第８条第 28項） 

 ・介護関連サービス事業（社会福祉法第２条第３項第４号） 


